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常任委員会における審査内容の報告 

 

委員会名 経済建設常任委員会 

 

議 案 名 

議案第５９号 宜野湾市廃棄物の減量化の推進及び適正処理に関する条例の一部を改正する条

例について 

【審査：令和４年９月定例会】 

議案等の主な内容 

粗大ごみの量の増加に伴い粗大ごみの処理に係る金額と手数料に大きな開きが生じ、財政負

担が年々増加しているため、適正なごみ処理体制の維持を目的に、10kg を超える粗大ごみ処理

手数料を 600 円に改定する内容である。 

主な改正内容は以下のとおり。 

 

旧 粗大ごみ一点につき  300 円 

       ↓ 

新 粗大ごみ一点につき  大（重量 10 ㎏以上のもの）600 円  小（大以外のもの）300 円 

審査内容（質疑応答、議員間討議） 

【質疑】 

粗大ごみの重さをどう判断するか 

【答弁】 

・受付を行う際に確認をとるが、回収の際に聞き取った情報と相違しているおそれがある場合

は、量りを使用し、計量を行う。 

 

【質疑】 

倉浜衛生施設を使用している他市町村と、足並みをそろえないのか 

【答弁】 

・足並みをそろえたほうが良いが、次年度の当初予算の財源確保が喫緊の課題となるため判断

した。 

表  決 

全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

〜参考資料〜 
【資料①】令和 5 年市報ぎのわん 3 月号 
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常任委員会における審査内容の報告 

 

委員会名 経済建設常任委員会 

 

議 案 名 

議案第２３号 宜野湾市墓地等の経営の許可等に関する条例の一部を改正する条例について 

【審査：令和５年３月定例会】 

議案等の主な内容 

公園、学校、保育所等から 100ｍ以内であっても、寺院又は教会の境内へ納骨堂の設置を可能

とする内容である。 

※改正後のイメージ図 

 

 

審査内容（質疑応答、議員間討議） 

【質疑】 

今の時期に墓地設置規制の見直しがされるのは、西普天間住宅地区等の整備と関連があるか 

【答弁】 

・増加する墓地需要に対応するためには、民間霊園の整備を進める必要があり、すでに県内 11

市中９市で人家等からの距離に関し、除外規定が設けられている現状も踏まえ、本市も規制

緩和を行うものであって、整備計画等に関連しての改正というわけではない。 

【質疑】 

納骨堂を設置する際、高くなりすぎないよう料金の規制等検討できないか 

【答弁】 

・具体的な検討はしていないが、公共的な面が墓地にはあるので公営墓地を作る際には民間よ

り低い価格設定を、また、民間に対して設置の許可を出す際にはどれだけ市民に還元できる

かを含めて検討していきたい。 

表  決 

全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

〜参考資料〜 
【資料①】宜野湾市墓地等の経営の許可等に関する条例の一部を改正する条例の説明資料 

旧 
新 

改正後 

学校 
100ⅿ 

公園 
100ⅿ 

病院 

100ⅿ 

保育所 

100ⅿ 納骨堂 

学校 
100ⅿ 

公園 
100ⅿ 

病院 

100ⅿ 

保育所 

100ⅿ 

納骨堂 
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議案第 23 号  

議案件名：宜野湾市墓地等の経営の許可等に関する条例の一部を改正する条例 

担当課：環境対策課 

 

宜野湾市墓地等の経営の許可等に関する条例の一部を改正する条例について 

 

１ 本市の墓地行政について 

・平成 24 年 4 月 1 日 墓地等の経営許可権限が県から市へ移譲（第 2 次地方分権改革） 

 ・平成 25 年 3 月   宜野湾市墓地基本計画策定（以下、「基本計画」） 

  ・平成 26 年 4 月 1 日 宜野湾市墓地等の経営の許可等に関する条例（以下、「条例」）

施行 

   

２ 墓地等の経営許可業務概要 

  ・墓地等(墓地、納骨堂及び火葬場)を経営しようとするものへの許可業務 

    ※墓地等の経営の適正化及び墓地等と周辺環境との調和を図り、もって公衆衛生 

及び公共の福祉の確保に寄与することを目的としている（条例第 1 条関連）。 

    ※「経営」とは、墓地等を設置し管理及び運営すること。 

  ・経営許可までの流れは別紙１のとおり 

 

３ 条例改正の理由 

  ・現在、市の条例においては、墓地等の設置場所の基準が、「公園、学校、保育所、幼

保連携型認定こども園、病院その他公共的施設又は人家との水平距離」が 100ｍ以

上(火葬場は２００ｍ以上)であることとなっており、寺院、教会(以下、「寺院等」)が

境内地内に納骨堂の設置を検討する場合でも、同基準により一律に制限せざるを得

ない実情がある。 

・宜野湾市墓地基本計画では、市民の墓地需要に対応する施策の一つに「民間霊園の整 

備」を示しており、その一助として境内地内への納骨堂設置の場合に関し、規制の見

直しを進めたい。 

  ・なお、県内１１市中９市は、寺院、教会の境内への納骨堂設置である場合、人家等か

らの距離に関して除外規定を設けている。 

   

４ 条例改正概要 

  ・条例第 13 条 （設置場所の基準）の第１項第２号イの規定について、「納骨堂にあっ

ては、100 メートル」の次に「（ただし、寺院又は教会の境内に建設する場合はこの

限りでない。）」の一文を加える。 

 

５ 「寺院及び教会」について 

  ・今回、規制の見直しを適用する寺院及び教会は、宗教法人法(昭和 26 年法律第 126

資料①-1 
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号)第４条第２項に規定する宗教法人で市内に主たる事務所又は従たる事務所を有す

るものを前提にしている（宜野湾市墓地等の経営の許可等に関する条例 第３条第１項第 2 号）。 

 

６ 用語等について（参考） 

  ・「納骨堂」・・・・墓地、埋葬等に関する法律 第２条第 6 項 

  ・「宗教法人」・・・宗教法人法第 4 条第 2 項に規定する法人 

  ・「墓地等」・・・・宜野湾市墓地等の経営の許可等に関する条例 第１条 

 

７ 宜野湾市墓地基本計画概要（抜粋） 

 

 

 

 

 

  

【宜野湾市墓地基本計画（平成 25 年３月）】 

〇市の墓地需要：3,620 基(令和 14 年見込) 

✓うち、53.2％（1,926 基）を公営墓地の整備で賄う方針 

〇民間霊園の整備 

  ✓公営墓地が墓地供給量を賄えない場合は民間霊園の整備を推進する。 

  ✓墓地需要すべてを（公営墓地で）早急に対応することは困難。 

  ✓公営墓地の補足として民間霊園を容認（宗教法人や公益法人等）。 

  ✓宗教法人等に対しては許可基準の緩和を行うなどの仕組み検討する。 

資料①-2 
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〇墓地、埋葬等に関する法律（昭和２３年 法律第 48 号）（抜粋） 

第一章 総則 

第一条 この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適

合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。 

第二条 この法律で「埋葬」とは、死体(妊娠四箇月以上の死胎を含む。以下同じ。)を土中

に葬ることをいう。 

２ この法律で「火葬」とは、死体を葬るために、これを焼くことをいう。 

３ この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵

した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。 

４ この法律で「墳墓」とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。 

５ この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事(市又は特別

区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)の許可を受けた区域をいう。 

６ この法律で「納骨堂」とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として

都道府県知事の許可を受けた施設をいう。 

７ この法律で「火葬場」とは、火葬を行うために、火葬場として都道府県知事の許可をう

けた施設をいう。 

第三章 墓地、納骨堂及び火葬場 

第十条 墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなけ

ればならない。 

２ 略 

 

 

○宜野湾市墓地等の経営の許可等に関する条例（平成 25 年条例第 42 号）（抜粋） 

(目的) 

第１条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和 23 年法律第 48 号。以下「法」と

いう。)第 10 条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の

許可等に係る基準及び手続その他必要な事項を定めることにより、墓地等の経営の適正

化及び墓地等と周辺環境との調和を図り、もって公衆衛生及び公共の福祉の確保に寄与

することを目的とする。 

(定義) 

第２条 この条例において使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。 

(経営の主体) 

第３条 法第 10 条第１項に規定する墓地等を経営しようとする者(以下「経営者」という。)

は、次の各号(納骨堂又は火葬場を経営しようとする者にあっては、第１号から第３号ま

で)のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、特別の理由があり、公衆衛生

その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めたときは、この限りでない。 

(１) 地方公共団体 

(２) 宗教法人法(昭和 26 年法律第 126 号)第４条第２項に規定する宗教法人で市内に

資料①-3 
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主たる事務所又は従たる事務所を有するもの 

(３) 墓地の経営を目的に設立された公益社団法人又は公益財団法人で市内に主たる事

務所又は従たる事務所を有するもの 

(４) 字の区域その他市内の一定の区域に住所を有する者等の地縁に基づいて形成され

た団体 

(５) 付近に利用することができる地方公共団体が経営する墓地がなく、自己又は自己の

親族のために設置しようとする墓地(以下「個人墓地」という。)を経営しようとする者 

(事前協議等) 

第４条 法第 10 条第１項の規定による墓地等の経営の許可又は同条第２項の規定による

墓地等の変更の許可の申請をしようとする者(以下「申請予定者」という。)は、あらかじ

め、当該墓地等の経営又は変更の計画(以下「墓地等計画」という。)について、市長と協

議しなければならない。 

２ 申請予定者が、前項の規定による協議を行う場合は、協議書を市長に提出しなければな

らない。 

３ 市長は、必要に応じ、沖縄県知事又は沖縄県内の市町村の長に協議書を送付し、意見を

求めることができる。 

４ 市長は、第１項の規定による協議があった場合は、申請予定者に対し、必要な助言及び

指導を行うことができる。 

(設置場所の基準) 

第 13 条 墓地等の設置場所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただ

し、特別の理由があり、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めた

ときは、この限りでない。 

(１) 申請者が所有し、所有権以外の権利が存しない土地であること。 

(２) 墓地等の区域の境界線と公園、学校、保育所、幼保連携型認定こども園、病院その

他公共的施設又は人家との水平距離が、次に定める距離以上であること。 

ア 墓地にあっては、100 メートル 

イ 納骨堂にあっては、100 メートル 

ウ 火葬場にあっては、200 メートル 

(３) 水源を汚染するおそれのない土地であること。 

２ 略 

 

 

 

 

〇宗教法人法(昭和 26 年法律第 126 号)（抜粋） 

第一章 総則 

(この法律の目的) 

第一条 この法律は、宗教団体が、礼拝の施設その他の財産を所有し、これを維持運用し、

資料①-4 
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その他その目的達成のための業務及び事業を運営することに資するため、宗教団体に法

律上の能力を与えることを目的とする。 

二 略 

(宗教団体の定義) 

第二条 この法律において「宗教団体」とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び

信者を教化育成することを主たる目的とする左に掲げる団体をいう。 

一 礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体 

二 前号に掲げる団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区その他これら

に類する団体 

(境内建物及び境内地の定義) 

第三条 この法律において「境内建物」とは、第一号に掲げるような宗教法人の前条に規定

する目的のために必要な当該宗教法人に固有の建物及び工作物をいい、「境内地」とは、

第二号から第七号までに掲げるような宗教法人の同条に規定する目的のために必要な当

該宗教法人に固有の土地をいう。 

一 本殿、拝殿、本堂、会堂、僧堂、僧院、信者修行所、社務所、庫裏、教職舎、宗務庁、

教務院、教団事務所その他宗教法人の前条に規定する目的のために供される建物及び

工作物(附属の建物及び工作物を含む。) 

二 前号に掲げる建物又は工作物が存する一画の土地(立木竹その他建物及び工作物以外

の定着物を含む。以下この条において同じ。) 

三 参道として用いられる土地 

四 宗教上の儀式行事を行うために用いられる土地(神せん田、仏供田、修道耕牧地等を

含む。) 

五 庭園、山林その他尊厳又は風致を保持するために用いられる土地 

六 歴史、古記等によつて密接な縁故がある土地 

七 前各号に掲げる建物、工作物又は土地の災害を防止するために用いられる土地 

(法人格) 

第四条 宗教団体は、この法律により、法人となることができる。 

二 この法律において「宗教法人」とは、この法律により法人となつた宗教団体をいう。 
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